
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成26年６月 

遺族基礎年金 

Ｑ＆Ａ集 

今号は父子家庭の遺族基礎年金受給特集なので

小冊子で改めて遺族基礎年金の内容にしました。 
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遺族基礎年金とはどんな年金のことですか？ 

 

 

 

 

遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人が死

亡した場合に、その死亡した人によって生計を維持

されていた「子供のいる配偶者」、または、「子供」

が受給できる年金のことです。 

 

 

 

遺族基礎年金と受給条件は？ 

 

 

遺族基礎年金を受給できる条件は？ その１ 

 

 

 

 

遺族基礎年金を受給するには３つに条件にあてはま

ることが必要です。第１条件は国民年金の被保険者

としての条件を満たしていることです。 

国民年金の被保険者としての条件とは以下どれかを

いいます。 

①国民年金の被保険者期間中(20歳～60歳)である者

が死亡した場合に受給できます。 

 

 

国民年金に加入中に死亡した 

20歳 65歳 60歳 
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②国民年金の被保険者でなくなった60歳以上65歳未

満の日本国内にいる者が死亡した場合。 

 

日本に住んでいるうちに死亡 

20歳 65歳 60歳 

国民年金に加入していた 

③老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合。 

受給権者とは：例えば、老齢基礎年金を受給する

には老齢基礎年金を受給しますという請求をしな

ければなりません。ところで、まだ請求をしてい

ない者も受給権者となります。その他には、老齢

基礎年金は本来65歳から受給できますが、繰り下

げ受給といって最大５年間遅らして受給すること

ができます。このように、受給できるのにまだ受

給していない者も受給権者となります。 

請求前に死亡 

20歳 65歳 60歳 

国民年金加入期間  

67歳 

繰り下げ受給 

④老齢基礎年金を受給できる25年の資格要件を満た

している者が死亡した場合。 

老齢基礎年金の貰える条件の25年の受給資格期間

を満たしている人が死亡 

20歳 65歳 60歳 
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遺族基礎年金を受給できる条件は？ その２ 

第２条件は国民年金の保険料納付条件を満たしてい

ることです。 

国民年金の被保険者期間中に死亡した場合と国民年

金の被保険者でなくなった60歳以上65歳未満の日本

国内にいる者が死亡した場合については、国民年金

保険料を納付した期間と保険料免除期間が全期間の

３分の２以上あることが条件になります。 

この場合の全期間とは：被保険者が死亡した日の月

の前々月以前の国民年金被保険者期間をいいます。 

 

 

20歳 この場合、国民年金被保険

者期間は360ヵ月ですから
国民年金保険料を納付した

期間と保険料免除期間の３

分の２は240ヵ月になりま
す。この240ヵ月を保険料納

付してれば遺族基礎年金を

受給できます 

前々月 

360ヵ月 

前月 死亡日 
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以上の条件以外に特例があります。65歳になる前に

死亡した場合に、その死亡日が平成38年３月31日ま

でなら死亡日の属する月の前々月までの直近１年間

の保険料を納めなければならない期間で保険料を納

めていれば特例として第２の条件を満たします。 

 

この期間に国民年金保険料

の滞納がない 

前々月 

直近１年間の保険料を納めなければ

ならない期間 

前月 死亡日 

遺族基礎年金を受給できる条件は？ その３ 

第３条件は死亡した配偶者または親に生計維持して

もらっている子供が遺族基礎年金を受給できます。 

配偶者が遺族基礎年金を受給できるには18歳到達年

度の末日までの子供がいることです。あるいは20歳

未満で障害年金の障害等級１級または２級の子がい

ることです。 

子供が遺族基礎年金を受給するには18歳到達年度の

末日までの子供であることです。あるいは20歳未満

で障害年金の障害等級１級または２級の子であるこ

とです。 

 上記18歳到達年度の末日とは： 
 

 

 

 
４月１日 18歳誕生日10月10日 

３月31日 
この日の 
こと 
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遺族基礎年金はいくら受給できるのですか？ 

遺族基礎年金の基本額は772,800円です。配偶者は、

子供の人数によって子供１人につき１～２人目まで

は222,400円加算されます。３人目からは１人につき

74,100円です。 

子供は、子供の２人目は222,400円加算されます。３

人目からは１人につき74,100円です。 

下の表に遺族基礎年金の受給年金額をまとめまし

た。 

 

遺族基礎年金額は？ 

 

 

子供の人数 遺族基礎年金の基本金額 加算される金額 合計金額

１人 772,800 224,000 996,800

２人 772,800 448,000 1,220,800

３人 772,800 522,100 1,294,900

４人 772,800 596,200 1,369,000

子供の人数 遺族基礎年金の基本金額 加算される金額 合計金額

１人 772,800 0 772,800

２人 772,800 224,000 996,800

３人 772,800 448,000 1,220,800

４人 772,800 522,100 1,294,900

●遺族基礎年金の金額(配偶者が受給する場合)　単位：円

●遺族基礎年金の金額(子供が受給する場合)　単位：円
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国民年金被保険者が死亡した場合に遺族基礎年金以

外に受給できる死亡一時金を教えてください 

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険

料を納めた月数が36ヵ月以上ある方が、老齢基礎年

金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき

は、その方と生計を同じくしていた遺族が受給でき

ます。 

 

 

死亡一時金は？ 

 

 

国民年金保険料の納付済み期間 受取れる死亡一時金の金額

３年～１５年未満 120,000

１５年～２０年未満 145,000

２０年～２５年未満 170,000

２５年～３０年未満 220,000

３０年～３５年未満 270,000

３５年～ 320,000

●国民年金の死亡一時金　単位：円

※遺族が、遺族基礎年金を受給すると死亡一時金は

受給できません。 

 

 

引用・参考資料：日本年金機構ＨＰより 
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